
保護者の皆様へ                                月    日 

                                                西七条保育園 

                                                 久保 由紀子 

台風が来たときの保育について 

 

京都府南部に「暴風警報」が発令された場合、下記のように措置を

とりますので、テレビ・ラジオ等の報道にご注意下さい。 

◎午前７：００までに警報が出た場合は登園を見合わせてください。 

◎「暴風警報」が解除されたら、その１時間後に保育を始めます。 

 ＊午前８：３０以降に解除された場合は、給食の準備ができませんので

お弁当を持ってきてください。 

 ◎受け入れ後に警報が出たときは、保育終了前にお迎えに来てもら 

う場合があります 

 


